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（１）ガス事業者別排出係数の公表の対象

⚫ ガス事業者別排出係数の公表は、公表を希望するガス事業者（ガス事業法に規定す
るガス小売事業者及び一般ガス導管事業者）を対象とする。

⚫ メニュー別排出係数の公表についても、同様に、公表を希望するガス事業者を対象とす
る。

⚫ ガス事業者別排出係数を公表しているガス事業者から都市ガスの供給を受ける特定排
出者は、公表されたガス事業者別排出係数を使用することとなる予定。

⚫ ガス事業者別排出係数を公表していないガス事業者から都市ガスの供給を受ける特定排出
者は、引き続き、省令で定める係数又は実測等に基づく係数を使用することとなる予定。

⚫ 公表する事業者別の排出係数等の値は、特定排出者による算定の利便性を考慮して
体積当たり（㎥当たり）の二酸化炭素の排出量（t-CO2）とする。

⚫ ガス小売事業者の供給する都市ガスの体積当たりの標準熱量は、供給エリア毎に様々
であったり、各エリアにおける需要家のニーズが異なる可能性もあることから、供給エリア毎
に排出係数を公表することも可能とする。
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【参考】ガス事業者別排出係数公表のイメージ

⚫ 事業者別排出係数の公表のイメージは以下のとおり。

登録番号 ガス事業者名
基礎排出係数

（t-CO2/1,000N㎥）
調整後排出係数
（t-CO2/1,000N㎥）

X0001 小売Ａ 1.99004 0.945111

X0008 小売Ｂ 1.500421

メニューＡ 0.000000

メニューＢ（残差） 2.23

事業者全体 2.094452

X0010 小売Ｃ（供給エリアα） 2.23 0.08453

小売Ｃ（供給エリアβ） 1.186452 0.999546

・・・
・・・

・・・
・・・

・・・
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（２）基礎排出係数の算出方法①

⚫ 基礎排出係数は、基礎二酸化炭素排出量を販売ガス量で除したものとする。

⚫ 販売ガス量は、自ら小売供給をした量とする。

⚫ 基礎二酸化炭素排出量の算定において、販売ガス量から供給バイオガス量を控除でき
ることとする。

基礎
排出係数 販売ガス量

＝

供給
バイオガス量

省令の
排出係数販売ガス量 － ×

基礎二酸化炭素排出量（t-CO2）
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（２）基礎排出係数の算出方法②（供給バイオガス量の算出方法）

⚫ バイオガスの熱量と、バイオガスを注入する都市ガス導管の標準熱量は一致しないため、
供給バイオガス量の算出にあたっては、自ら小売供給したバイオガス量に、都市ガス導管
に注入したバイオガスの実測による熱量を乗じ、導管事業者の託送約款で定める標準
熱量の基準値で除すこととする。

＝供給
バイオガス量

実測による
バイオガスの熱量

自らが小売供給した
バイオガス量 ×

導管事業者の
託送約款で定める
標準熱量の基準値
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（３）調整後排出係数の算出方法①

⚫ 調整後排出係数は、基礎二酸化炭素排出量からクレジット等を控除した値（調整後
二酸化炭素排出量）を、販売ガス量で除したものとする。

調整後
排出係数

販売ガス量
＝

基礎二酸化炭素排出量
（t-CO2） －

クレジット等
（t-CO2）

調整後二酸化炭素排出量（t-CO2）
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（３）調整後排出係数の算出方法②（活用出来るクレジット等）

⚫ 昨年末にとりまとめられたSHK検討会の中間とりまとめにおいて、活用出来るカーボンクレ
ジットの要件については下記のとおり整理。

⚫ これを踏まえ、活用可能な具体的なカーボンクレジットは以下のとおりとする。

–国内クレジット：J-クレジット、国内クレジット（国内排出量認証制度）、オフセット・クレジット（J-VER）

–海外クレジット：ＪＣＭクレジット

温室効果ガス排出量算定・報告・公表
制度における算定方法検討会

中間とりまとめ（2022年12月23日）
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⚫ 調整後二酸化炭素排出量の調整に用いられるカーボンクレジットは、係数算出対象年
度中に排出量調整無効化されたものを対象とする。

⚫ また、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から５月３１日までの間に排出量調
整無効化がなされたカーボンクレジットについては、係数算出対象年度内に排出量調整
無効化されたものとみなし、調整後排出係数の算出に用いることができるものとする。

⚫ ただし、係数算出対象年度の翌年度の４月１日から５月３１日までの間に排出量調
整無効化がなされ、係数算出対象年度内に排出量調整無効化されたものとみなされ
たカーボンクレジット等については、係数算出対象年度の翌年度以降の調整後排出係
数の算出に用いることはできない（カーボンクレジットの二重使用は出来ない）。

（３）調整後排出係数の算出方法③（排出量調整無効化期間）
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⚫ エネルギー供給構造高度化法は、ガスの製造（第三者委託を含む）を行う小売事業
者に対し、「余剰バイオガスの80％以上を利用すること」を目標として定め、特に東京ガ
ス、大阪ガス、東邦ガスについては、達成のための計画作成を義務付け、取組を求めて
いる。

⚫ バイオガス調達に係る費用は、一般的にLNG等と比べて割高であるところ、ガス小売全
面自由化後のガス小売事業者間の公平な競争環境を整備する観点から、高度化法
の責務によりバイオガスを調達した事業者が、競争上不利になることは避けなければなら
ないとして、バイオガス調達に係る費用のうち、ガスの一般的な調達費用よりも割高とな
る費用については、一般ガス導管事業者の託送供給料金原価に含めることができる。

⚫ このような、「割高となる費用」を一般ガス導管事業者が負担しているバイオガスの供給
分（託送負担バイオガス量）については、調整後排出係数の算出において、特別な調
整を行うことが適当。

⚫ 具体的には、各小売事業者の販売ガス量の割合に応じて、託送負担バイオガス量を按
分した「託送分配バイオガス量」に係る二酸化炭素排出量を、各ガス小売事業者の調
整後二酸化炭素排出量から控除できることとする。

⚫ なお、都市ガス供給に係る高度化法の目標や対象事業者については、資源エネルギー
庁の審議会において、今後見直しの検討が行われる予定。

（３）調整後排出係数の算出方法④
（高度化法によるバイオガス調達に係る特別な調整）
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【参考】都市ガスのカーボンニュートラル化に係る現行の制度等
①エネルギー供給構造高度化法
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【参考】エネルギー供給構造高度化法によるバイオガスの利用実績（大手3社）

⚫ 東京ガスは食品廃棄物由来、大阪ガスと東邦ガスは下水汚泥由来のバイオガスを利用。

⚫ バイオガス利用量（45MJ換算）は以下のとおり。2016年度の180万㎥をピークに減少。

⚫ なお、東京ガスNW、大阪ガスNW、東邦ガスNWの内、2022年度の営業費明細表においてバイ
オガス調達費を計上しているのは、東邦ガスNWのみ。

各社からのヒアリング等に基づき作成
※バイオガス利用量は熱量単位45MJで換算

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

大手３社のバイオガスの利用量の推移利用量
（万㎥）

年
度



19

【参考】ガス事業制度WG中間整理（抜粋）

５．都市ガスのカーボンニュートラル化に係る制度等

（１）都市ガスの制度等

① 高度化法

高度化法により、一部の大手都市ガス事業者に対し、余剰バイオガスを都市ガスの原料
として利用する目標を設定している。しかしながら、対象事業者によるバイオガス調達量の絶
対量は少なく、かつ減少傾向にあるため、都市ガスのカーボンニュートラル化の推進に資する
よう、非化石エネルギー源の利用の目標や対象事業者について、見直しの検討を行う必
要がある。

特に、現行の目標は、対象とする非化石エネルギーをバイオガス（バイオメタン）に限定し
ており、合成メタンを対象としていない。合成メタンは高度化法上の非化石エネルギーであり、
エネルギー基本計画においても既存インフラへの合成メタンの注入に係る目標を設定してい
ることから、今後、高度化法における目標設定や対象範囲等についての検討が必要である。
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⚫ 高度化法対象事業者のバイオガス調達に関し一般ガス導管事業者が費用負担を行っ
ている場合の、当該一般ガス導管事業者および当該ガス導管事業者から連結託送さ
れたガス導管事業者の供給エリア内のガス小売事業者の調整後排出係数は、調整後
二酸化炭素排出量から、託送分配バイオガス量と託送負担バイオガス量の差分に係る
二酸化炭素排出量を減じたものを、販売ガス量で除したものとすることができることとする。

調整後
排出係数

託送負担
バイオガス量

託送分配
バイオガス量

ー

販売ガス量

＝

ー
基礎二酸化炭素排出量

（t-CO2）
クレジット等
(t-CO2)

－

調整後二酸化炭素排出量（t-CO2）

省令の
排出係数×

（３）調整後排出係数の算出方法⑤
（高度化法対象事業者のバイオガス調達に係る特別な調整の算出方法）
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⚫ 一般ガス導管事業者が割高となる費用分を負担している託送負担バイオガス量につい
ては、託送分配バイオガス量として、託送料金を負担する小売事業者の調整後排出係
数の計算において反映できることとする。

⚫ ただし、託送料金においてバイオガス調達費が明確に区分されているわけではないため、
各小売事業者の販売ガス量の割合に応じて、託送分配バイオガス量を按分する。

⚫ 上記の計算に必要となる、託送負担バイオガス量、小売託送量、連結託送量の情報
は、対象となる一般ガス導管事業者が対象となる小売事業者に対して、適切なタイミン
グで提供するものとする。

（３）調整後排出係数の算出方法⑥（託送分配バイオガス量の考え方）

小売事業者の
託送分配
バイオガス量

＝

バイオガスが注入され
た導管事業者に配分
される託送負担バイオ
ガス量（※1）

×

バイオガスが注入された導管事業者
により託送される当該小売事業者の販売ガス量

当該導管事業者の小売託送量

バイオガスが注入され
た導管事業者の連結
先導管事業者に配分
される託送負担バイオ
ガス量（※2）

連結先導管事業者
により託送される当該小売事業者の販売ガス量

連結先導管事業者の小売託送量

×＝

＜①バイオガスが注入された導管事業者から託送供給を受ける小売事業者＞

＜②バイオガスが注入された導管事業者の連結先導管事業者から託送供給を受ける小売事業者＞

小売事業者の
託送分配
バイオガス量

（※2）託送負担バイオガス量に、バイオガスが注入された導管事業者の小売託送量及び当該導管事業者の連結先導管事業者全体の連結託送量に占める一の連結先導管事業者の受けた連結託送量の割
合を乗じた量

（※1）託送負担バイオガス量に、バイオガスが注入された導管事業者の小売託送量及び当該導管事業者の連結先導管事業者全体の連結託送量に占める当該導管事業者の小売託送量の割合を乗じた量
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（４）メニュー別排出係数の算出方法①

⚫ ガス小売事業者は、供給バイオガス量とカーボンクレジットをメニュー別に任意に仕分ける
ことにより、メニュー別の調整後排出係数を算出することができる。

メニュー別
調整後
排出係数

メニュー別販売ガス量

＝

メニュー別
基礎二酸化炭素

排出量

供給
バイオガス量＝

メニュー別
販売ガス量

－
省令の
排出係数×

＝

メニュー別に仕分け可

メニュー別
基礎二酸化炭素排出量

クレジット等
(t-CO2)－

メニュー別に仕分け可
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⚫ 託送負担バイオガスが注入されている導管を通じて託送供給を受けている小売事業者
は、メニュー別販売ガス量に応じて託送分配バイオガス量を按分し、それに係る二酸化
炭素排出量をメニュー別調整後排出係数算出時に、控除することとする。
※託送負担バイオガスに係る排出量は基礎で行った仕分に応じてメニュー別に合算する

メニュー別
調整後
排出係数

託送分配
バイオガス量

メニュー別販売ガス量

＝

ー
省令の
排出係数×

メニュー別
基礎二酸化炭素排出量

クレジット等
(t-CO2)

－

メニュー別に仕分け可 メニュー別販売ガス量に応じて按分

（４）メニュー別排出係数の算出方法②
（高度化法によるバイオガス調達について一般ガス導管事業者が負担している場合）
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料金メニューの需要家への説明のあり方

⚫ 今後、ガスの小売において需要家に環境価値を訴求するメニューの充実が期待されると
ころ、需要家に対する適切な説明や情報開示が必要。

⚫ 電気の小売では、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者の望ま
しい行為や問題となる行為を定めているところ、ガスの小売についても、「ガスの小売営業
に関する指針」における適切な規定の整備について、今後、資源エネルギー庁の審議会
において検討する予定。

１． 需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為及び問題となる行為
（３） 電源構成等や非化石証書の使用状況の適切な開示の方法

ア 電源構成等や非化石証書の使用状況の開示に関する考え方
イ 望ましい行為及び電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示を行う場合の具体例
i. 電源構成及び非化石証書の使用状況の開示
ii. 電源構成及び非化石証書の使用状況の開示を行う場合の具体例
iii. 望ましい算定や開示の方法
ウ 問題となる行為
i. 環境価値の訴求や非化石証書に関する情報開示において問題となるもの
ii. 電源構成等の開示において一般的に問題となるもの
iii. ＦＩＴ電気を含む電源構成表示する場合に問題となるもの
iv. 電源構成等や非化石証書の使用による環境価値を小売供給の特性とする場合においてのみ問題となるもの
v. 各種電力メニュー等に関する表示例
vi. 「○○地域産電力」や「地産地消」等、発電所の立地地域を小売供給の特性とする場合においてのみ問題となるもの

参考：電力の小売営業に関する指針（目次一部抜粋）
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（５）手続き・スケジュール①
（ガス事業者別排出係数の公表を希望するガス事業者の報告内容）

⚫ ガス事業者別係数の公表を希望するガス事業者が、経済産業省・環境省に報告する事項は、
以下とする。

ア．基礎二酸化炭素排出量

イ．調整後二酸化炭素排出量

ウ．販売ガス量

エ．供給バイオガス量

オ. 託送負担バイオガス量及び託送分配バイオガス量（該当する者のみ）

カ．調整後二酸化炭素排出量の調整に用いた国内及び海外認証排出削減量等の排出
量調整無効化等に係る情報

キ．アからオを基に算出した事業者別の基礎排出係数及び調整後排出係数

⚫ メニュー別排出係数の設定を希望するガス事業者が、上記キに代えて経済産業省・環境省に報
告する事項は、以下とする。

ク．事業者別の基礎排出係数

ケ．調整後排出係数及びメニュー別排出係数

⚫ 併せて、報告事項の算出結果を裏付ける資料（根拠資料）を提出しなければならない。
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（５）手続き・スケジュール②（ガス事業者による基礎排出係数・調整後
排出係数の算出・報告・公表のスケジュールについて）

＜公表までのスケジュール＞

⚫ ガス事業者による基礎排出係数、調整後排出係数、メニュー別排出係数の経済産業
省・環境省への報告の期日は、６月半ば頃とする。

⚫ 経済産業省・環境省は、７月頃に、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のウェ
ブサイトにおいて、排出係数を公表する。

＜新規参入者に係る運用＞

– 参入年度は、参入時から参入年度末までを算出期間とし、６月半ば頃に報告、７
月頃に公表。



ガス事業者の事業者別・メニュー別排出係数の報告・公表と特定排出者による算
定・報告・公表のスケジュールイメージ（既存事業者の場合）

X年度 X＋1年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

事業者別
メニュー別
係数

需要家の
SHK報告

この期間に無効化したクレジット等を係数の調整に使用可能

算出対象期間

報
告

公表

報
告

反映
算定対象期間

⚫ 特定排出者は、X年度の情報により算出された、 X+1年度の夏に公表される排出係
数を用いてX年度の排出量を算定し、X+1年度の７月末までに報告する。



ガス事業者の事業者別排出係数の報告・公表と特定排出者による算定・報
告・公表のスケジュールイメージ（新規参入者の場合）

X年度 X＋1年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

新規参入者の排
出係数

需要家の
SHK報告

報
告

反映

算出対象期間

算定対象期間

この期間に無効化したクレジット等を係数の調整に使用可能

報
告

公表

⚫ 特定排出者は、Ｘ年度の排出量を算定する際に新規参入者の事業者別排出係数を
用いる場合、以下のとおりに従って算定し、X+1年度の７月末までに報告する。

– X年度に参入した事業者であれば、参入時から参入年度末の情報により算出された排出係数

⚫ クレジット等は参入時から報告までの期間に使用可能（但し、二重使用は不可）。
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